
【9月 17日付け】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置（米国に対する「水際対

策上特に対応すべき変異株等に対する新たな指定国・地域」の解除） 

 

ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州から日本時間９月２０日午前０時以降に日本へ入国・帰国する

方は、検疫所長の指定する場所における３日間の待機は求められなくなります。なお、入国後１４日間の

自宅等待機については引き続き実施されますのでご注意ください。 

また、引き続き、出国前７２時間以内に実施した陰性結果証明の提示は求められます。 

 

９月１７日付外務省広域情報で発表のありました新たな水際措置に関して、以下のとおりお知らせしま

す。 

 

今般、今後も新たな変異株が発生しうることを見据え、新型コロナウイルスを「水際対策上特に対応すべ

き変異株」と従来株を含むそれ以外の新型コロナウイルスに分類することとし、指定国・地域の指定につ

いて、新たな変異株に関する知見、当該国・地域における流行状況、日本への流入状況などのリスク評価、

ワクチンの有効性等に基づき、総合的に判断した結果、これまで「水際対策上特に対応すべき変異株等に

対する新たな指定国・地域」に指定されていた当館管轄州（ワシントン州、モンタナ州及びアイダホ州）

を含む米国２３州について、同指定及び措置が廃止されることになりました。これにより、検疫所長の指

定する場所での３日間の待機は求められなくなります。ただし、入国後１４日間の自宅等待機は引き続き

実施 

されますのでご注意ください。 

なお、今回の措置は、日本時間９月２０日午前０時以降の入国者から適用となります。 

 

○外務省広域情報 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C125.html 

 

************************************************************** 

■ 本お知らせは、安全対策に関する情報を含むため、在留届への電子アドレス登録者、「緊急メール／総

領事館からのお知らせ」登録者、外務省海外旅行登録「たびレジ」登録者に配信しています（本お知らせ

に関しては、配信停止を承れませんのでご了承願います。）。 

■ 本お知らせは、ご本人にとどまらず、家族内、組織内で共有いただくとともにお知り合いの方にもお

伝えいただきますようご協力のほどよろしくお願いいたします。 

■ 在留届、帰国・転出等の届出を励行願います。緊急時の安否確認を当館から行うために必要です。以

下のＵＲＬをご参照ください。 

https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/zairyu.html 

■ 発信元：在シアトル日本国総領事館 

701 Pike Street, Suite 1000, Seattle, WA 98101 

TEL:(206)-682-9107 

HP: https://www.seattle.us.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 

facebook: https://www.facebook.com/JapanCons.Seattle/ 
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